


フォークリフト　最大荷重1t以上 登録番号：栃基登第169号/有効期限：H33.11.9

コース 日数 受講資格 受講料等合計(税込) 助成金

11h 2
●大型特殊免許（カタピラ限定を除く）所有者　●普通、準中型、中型、大型、大型特殊（限定あり）免許を有し、小型フォーク
リフト特別教育修了後、最大荷重が1t未満のフォークリフトの業務経験が3ヶ月以上ある方(特別教育修了証のコピー貼付、
事業主経験証明必要、特自検点検表添付）

19,000

15h 3 ●小型フォークリフト特別教育修了後、最大荷重が1t未満のフォークリフトの業務経験が6ヶ月以上ある方（特別教育修了
証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付） 22,000

31h 4 ●普通、準中型、中型、大型、大型特殊（限定あり）免許所有者 42,000
35h 5 ●科目免除のない方 44,000

玉掛け　制限荷重1t以上 登録番号：栃基登第171号/有効期限：H33.11.9

コース 日数 受講資格 受講料等合計(税込) 助成金

15h 3 ●移動式クレーン、クレーン・デリック、揚貨装置いずれかの運転士免許所有者
●小型移動式クレーン運転技能講習修了者　●床上操作式クレーン運転技能講習修了者 22,000 〇

16h 3 ●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方（事業主経験証明必要） 23,000 〇

18h 3 ●クレーン等の特別教育修了後、クレーン等の業務経験が6ヶ月以上ある方(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明
必要） 25,000 〇

19h 3 ●科目免除のない方 25,000 〇

玉掛け＋クレーンの運転の業務特別教育セット講習
コース 日数 受講資格 受講料等合計(税込) 助成金
27h 4 ●科目免除のない方 38,000

小型移動式クレーン　つり上げ荷重1t以上5t未満 登録番号：栃基登第176号/有効期限：H34.11.26

コース 日数 受講資格 受講料等合計(税込) 助成金

16h 3 ●クレーン・デリック、揚貨装置いずれかの運転士免許所有者
●玉掛け技能講習修了者　●床上操作式クレーン運転技能講習修了者 45,000 〇

17h 3 ●車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習修了者　●建設機械施工技士1級・2級の第2種又は第6種合格者 45,000 〇

19h 3 ●小型移動式クレーン、クレーン等の特別教育修了後、業務経験が6ヶ月以上ある方(特別教育修了証のコピー貼付、事業主
経験証明必要） 51,000 〇

20h 3 ●科目免除のない方 51,000 〇

高所作業車　作業床高さ10m以上 登録番号：栃基登第183号/H30.10月登録更新申請手続

コース 日数 受講資格 受講料等合計(税込) 助成金
12h 2 ●移動式クレーン運転士免許所有者　●小型移動式クレーン運転技能講習修了者 43,000 〇

14h 2
●建設機械施工技士合格者　●普通、準中型、中型、大型、大型特殊免許所有者　●車両系建設機械（整地等）運転技能講習修
了者　●車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了者　●車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習修了者　●不整地運
搬車運転技能講習修了者　●フォークリフト運転技能講習修了者　●ショベルローダ等運転技能講習修了者

45,000 〇

17h 3 ●科目免除のない方 47,000 〇

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）　機体質量3t以上 登録番号：栃基登第209号/有効期限：H32.8.24

コース 日数 受講資格 受講料等合計(税込) 助成金
6h 1 ●車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了者 17,000 〇
10h 2 ●建設機械施工技士1級・2級の第4種から第6種合格者 37,000 〇

14h 2
●大型特殊免許所有者　●不整地運搬車運転技能講習修了者
●普通、準中型、中型、大型免許を有し、小型車両系建設機械（整地等）特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械
の業務経験が3ヶ月以上ある方(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付）

42,000 〇

18h 3 ●小型車両系建設機械（整地等）特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が6ヶ月以上ある方（特別
教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付） 45,000 〇

34h 5 ●車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習修了者 95,000 〇
38h 5 ●科目免除のない方 103,000 〇

ガス溶接 登録番号：栃基登第172号/有効期限：H33.11.9

コース 日数 受講資格 受講料等合計(税込) 助成金
13h 2 ●科目免除のない方 19,000 〇

床上操作式クレーン　つり上げ荷重5t以上 登録番号：栃基登第213号/有効期限：H34.5.14

コース 日数 受講資格 受講料等合計(税込) 助成金

16h 3 ●移動式クレーン・デリック・揚貨装置のいずれかの運転士免許所持者
●小型移動式クレーン運転技能講習修了者　●玉掛け技能講習修了者 45,000 〇

19h 3 ●小型移動式クレーン・デリック・揚貨装置のいずれかの特別教育を修了してから業務経験が6ヶ月以上ある方 51,000 〇
20h 3 ●科目免除のない方 51,000 〇

有機溶剤作業主任者 登録番号：栃基登第195号/有効期限：H33.5.15

コース 日数 受講資格 受講料等合計(税込) 助成金
12h 2 ●科目免除のない方 12,000

安全衛生推進者養成講習 登録番号：栃基登第212号/有効期限：H33.9.22

コース 日数 受講内容 受講料等合計(税込) 助成金

10h 2 安全衛生推進者に選任される方
（事業所労働者10～50人未満で製造業・建設業・運送業・清掃業・林業・通信業・旅館業・ゴルフ場業等） 15,000



特別教育
コース名 コース 日数 受講内容 受講料等合計(税込) 助成金

小型車両系建設機械（整地等）の運転の業務
【機体質量3t未満】

13h 2 機体質量が3t未満の車両系建設機械（整地等）の運転業務 17,000 〇

ローラーの運転の業務 10h 2 締固め用機械（ローラー）の運転業務 17,000 〇

フォークリフトの運転の業務
【最大荷重1t未満】

12h 2 最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転業務 17,000

クレーンの運転の業務
【つり上げ荷重5t未満】

13h 2 つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転業務 17,000 〇

高所作業車の運転の業務
【作業床高さ2～10m未満】

9h 2 作業床の高さが2～10m未満の高所作業車の運転業務 17,000 〇

アーク溶接等の業務 21h 3 アーク溶接機を用いて行う溶接・溶断の業務 21,000 〇

アーク溶接等の業務＋粉じん作業セット講習 25.5h 4 アーク溶接機を用いて行う溶接・溶断の業務＋特定粉じん作業に係る
業務 30,000

粉じん作業 4.5h 1 特定粉じん作業に係る業務 11,000

低圧電気取扱業務（開閉器の操作） 8h 1 交流600V以下、直流750V以下の開閉器の操作の業務 14,000

伐木等の業務（チェーンソー）
【70cm以上】

16h 2 胸高直径70cm以上の伐木、20cm以上のかかり木の処理または造
材の業務 17,000

自由研削といしの取替え業務 6h 1 自由研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務 13,000

タイヤの空気充てんの業務 9h 1 空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする業務 14,000

足場の組立て等 6h 1 足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務
（地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く） 13,000 〇

安全衛生教育
コース名 コース 日数 受講内容 受講料等合計(税込) 助成金

職長教育 12h 2 労働者を直接指導監督する方、新たに職務につくことになった職長 17,000

刈払機取扱作業者 6h 1 刈払機を使用する作業従事者 13,000

不定期開催
コース名 コース 日数 受講内容 受講料等合計(税込) 助成金

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 7h 1 資格取得後、おおむね5年ごと（実技指導含む） 10,000

玉掛け業務従事者安全衛生教育 7.5h 1 資格取得後、おおむね5年ごと（実技指導含む） 10,000

クレーン運転士安全衛生教育 7.5h 1 資格取得後、おおむね5年ごと（実技指導含む） 10,000

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘
削用）運転業務安全衛生教育

6h 1 資格取得後、おおむね5年ごと 10,000








